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第4編　計画の推進

１．評価・検証

２．会議体の設置

　総合計画については、計画の推進をより実効性あるものとするために、『ＰＤＣＡサイクル※』による
評価・検証の仕組みを確立するとともに、本計画の各分野に設定した目標指標の数値により、定量的
な評価・検証を行い、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直しを行うものとします。

　総合計画の策定にあたり、以下の会議体を設置し、策定しました。
　計画満了に向けての見直しに加え、計画期間中においても評価による様々な課題に対応できるよ
う、各会議体を設置し、基本計画の見直しを行います。

※ ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）のサイクルを繰り返すことで、業務の改善を促す
こと。

＜総合計画におけるＰＤＣＡサイクル＞
① 総合計画の策定
② 施策・事業の着実な実施
③ 実施した施策・事業の効果をＫＰＩ等により検証
④ 必要に応じた総合計画の改定

①Plan 
（計画）

②Do 
（実施）

④Action 
（改善）

③Check 
（評価）

資料作成部会（庁内係長級で構成）

策定委員会（庁内の課長級で構成）

審議会（外部の組織の委員で構成）

計画策定
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